
 

 

 

市報第７号 横浜市市税条例の一部改正についての専決処分報告 

地方税法等の一部を改正する法律が令和３年３月31日に成立・公布されました。法改正

に伴い市税条例の改正が必要となる項目のうち、令和３年４月１日から適用させる必要が

あるものがありました。 

この市税条例の改正について、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がなか

ったことから、地方自治法第179条第１項の規定を適用し、令和３年３月31日に市長におい

て専決処分しましたので報告します。 

税目・改正項目 改正の内容 

 
 
 
 
 
 
 

軽
自
動
車
税 

環境性能割の

税率区分の 

見直し 

 

【環境性能割】 

 軽自動車の取得

時に、取得価額に

それぞれの燃費基

準に応じた税率を

乗じた額を課税す

るもの 

○ 環境性能割の税率区分について、新たな燃費基準の下で見直された 

ことに伴い、規定を整備しました。 [市税条例第 72 条の３] 

環境性能割の税率区分 ＜自家用乗用車＞ 

改正前 改正後 税率 

電気自動車 

天然ガス自動車 

電気自動車 

天然ガス自動車 
非課税 

2020 年度 

燃費基準＋10％達成車 

2030 年度 

燃費基準 75％達成車 

2020 年度 

燃費基準達成車 

2030 年度 

燃費基準 60％達成車 
１％ 

上記以外 上記以外 ２％ 

【適用】令和３年４月１日以後に取得した軽自動車に適用 

 

環境性能割の

臨時的軽減の

延長 

○ 令和元年 10 月１日から令和３年３月 31 日までの間に取得した自家用 

乗用車を対象とする環境性能割の臨時的軽減について、適用期限を９か月

延長し、令和３年 12 月 31 日までに取得したものが対象とされたことに伴

い、規定を整備しました。 [市税条例附則第 16 条の６] 

税率 臨時的軽減 

非課税 非課税 

１％ 非課税 

２％ １％ 

【適用】令和３年４月１日から令和３年 12 月 31 日までに取得した 

自家用乗用車に適用 

【参考】環境性能割の臨時的軽減の期間 

 

 

 

 

 

 
 

令 和 ３ 年 ６ 月 ３ 日 

政 策 ・ 総 務 ・ 財 政 委 員 会 

配 付 資 料 

財 政 局 

消費税率引上げに伴う 

需要平準化策 

新型コロナ 

緊急経済対策 
令和３年度税制改正 

Ｒ元 

10/1 
１年 ６か月 

Ｒ３ 

12/31 
９か月 Ｒ２ 

10/１ 

Ｒ３ 

４/１ 


